
　

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

　

市
で
は
、
平
成
18
年
度
に
『
第
１
次

天
草
市
行
政
改
革
大
綱
』（
推
進
期
間

＝
平
成
18
年
度
か
ら
同
22
年
度
ま
で
）

を
策
定
し
、
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
行

政
運
営
の
推
進
な
ど
３
つ
の
基
本
方
針

を
柱
と
し
て
、
31
の
実
施
（
推
進
）
項

目
に
お
け
る
行
政
改
革
に
取
り
組
み
ま

し
た
。

　

同
期
間
中
は
、「
市
民
と
行
政
の
協

働
指
針
」
を
は
じ
め
「
財
政
健
全
化
計

画
」、「
定
員
適
正
化
計
画
」
な
ど
、
行

政
運
営
に
お
け
る
主
要
な
指
針
や
計
画

を
策
定
・
推
進
す
る
と
と
も
に
、〝
市

民
活
動
団
体
へ
の
支
援
〞や〝
効
率
的
・

機
能
的
な
組
織
機
構
の
見
直
し
〞な
ど

を
実
施
。
こ
の
よ
う
に
、
新
た
な
制
度

の
創
設
や
多
く
の
計
画
を
策
定
し
実
行

し
て
き
た
こ
と
は
、
新
市
と
し
て
の
一

体
性
の
醸
成
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、市
有
財
産
の
利
活
用
と
売
却
、

物
件
費
の
抑
制
な
ど
、
目
標
に
掲
げ
た

項
目
の
う
ち
、
約
半
数
に
つ
い
て
は
目

標
を
達
成
し
、「
職
員
定
員
の
適
正
化
」

と「
公
の
施
設
の
管
理
運
営
の
見
直
し
」

な
ど
に
つ
い
て
は
目
標
達
成
に
は
至
ら

な
か
っ
た
も
の
の
、
確
実
に
そ
の
成
果

は
現
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
行
財
政
改
革
が

必
要
な
の
か

●
財
政
の
硬
直
化
へ
の
懸
念

　

第
１
次
行
政
改
革
に
お
い
て
は
、
国

や
県
の
合
併
特
例
支
援
や
行
政
改
革
の

取
り
組
み
に
よ
り
、
市
債
現
在
高
は
減

少
し
財
政
調
整
基
金
の
残
高
は
増
加
す

る
な
ど
、
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
効

果
が
現
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
毎
年

の
決
算
額
は
当
初
の
財
政
健
全
化
計
画

と
は
大
き
く
違
い
、
財
政
規
模
は
拡
大

し
て
い
る
状
況
で
す
。

　

一
方
、
本
市
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の

【
用
語
の
解
説
】

※

１
・
市
民
と
行
政
の
協
働
指
針

…

市
民
と
の
協
働
を
進
め
る
に

あ
た
っ
て
の
基
本
理
念
を
定
め

る
と
と
も
に
、
協
働
を
広
め
る

た
め
の
方
策
や
、
協
働
の
実
効

性
を
高
め
る
た
め
の
取
り
組
み

な
ど
、
市
の
基
本
的
な
考
え
方

を
ま
と
め
た
も
の
。

※

２
・
財
政
健
全
化
計
画…

経
費

の
節
減
や
合
理
化
な
ど
、
財
政

健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を

ま
と
め
た
も
の
。
歳
入
の
確
保

と
歳
出
規
模
の
適
正
化
を
図

５
年
と
こ
れ
か
ら
の
10
年
を
歳
入
面
で

見
て
み
る
と
（
別
表
１
参
照
）、
平
成

22
年
10
月
１
日
に
実
施
さ
れ
た
国
勢
調

査
の
結
果
（
速
報
値
）
で
人
口
が
９
万

人
を
下
回
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
将
来
的

に
も
人
口
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
今
後
普
通
交
付
税
が
減
少

し
て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、普
通
交
付
税
に
つ
い
て
は
、

平
成
28
年
度
か
ら
合
併
算
定
替
に
よ
る

効
果
が
段
階
的
に
減
少
し
、
同
32
年
度

で
終
了
し
ま
す
（
一
本
算
定
へ
の
移

行
）。
こ
れ
ら
の
影
響
は
、
地
方
税
や

地
方
交
付
税
の
減
少
な
ど
直
接
的
に
市

の
財
政
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な

り
、
さ
ら
な
る
財
政
の
硬
直
化
が
懸
念

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
今
後
さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
が
必
要

　

今
後
も
、
小
・
中
学
校
の
耐
震
化
や

学
校
統
合
に
よ
る
学
校
建
設
な
ど
、
多

額
の
費
用
を
要
す
る
事
業
へ
の
対
応
が

必
要
と
な
る
中
で
、
第
１
次
天
草
市
総

合
計
画
に
掲
げ
る
施
策
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
自
主
財
源
が
極
端
に
少
な
い

本
市
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
行
財
政

改
革
に
よ
る
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行

財
政
運
営
が
必
要
で
す
。

り
、
市
の
財
政
を
柔
軟
か
つ
強

固
な
財
政
構
造
に
転
換
す
る
と

と
も
に
、
将
来
を
見
据
え
た
中

長
期
的
な
行
財
政
運
営
を
行
う

た
め
作
成
す
る
も
の
。

※

３
・
定
員
適
正
化
計
画…

市
の

職
員
数
を
適
正
に
管
理
す
る
た

め
に
策
定
し
た
も
の
。

※

４
・
合
併
特
例
支
援…

合
併
後

の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、
国

や
県
の
補
助
金
・
交
付
金
、
普

通
・
特
別
交
付
税
措
置
、
交
付

税
措
置
の
多
い
特
別
な
地
方
債

な
ど
、
合
併
団
体
に
対
す
る
特

別
な
支
援
。

※

５
・
財
政
調
整
基
金…

予
期
し

な
い
収
入
減
少
や
不
時
の
支
出

増
加
な
ど
に
備
え
、
長
期
的
視

野
に
立
っ
た
計
画
的
な
財
政
運

営
を
行
う
た
め
、
財
源
に
余
裕

の
あ
る
年
度
に
積
み
立
て
て
お

く
も
の
。

※

６
・
合
併
算
定
替…

合
併
後
で

も
、
合
併
が
な
か
っ
た
も
の
と

仮
定
し
、
合
併
前
の
旧
市
町
ご

と
に
算
定
し
た
普
通
交
付
税
の

合
算
額
を
保
障
し
、
合
併
に
よ

る
普
通
交
付
税
の
不
利
益
を
被

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ
れ
た

配
慮
。

 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

国勢調査結果交付税反映など

国勢調査結果交付税反映

国勢調査結果交付税反映

合併特例支援

国勢
調査

国勢
調査

国勢
調査

経済
対策

合併、経済対策
などによる支援

人口減少と合併
特例期間終了に
よる交付税の減

これまでの５年

・合併特例支援
・経済対策

これからの10年

特例期間終了、人口減による交付税などの減少、
交付税の段階的な一本算定への移行

合併による特例措置の
段階的な減による
普通交付税の減少普通交付税

合併特例期間

□歳入面で見るこれまでの５年とこれからの10年（イメージ）　別表１

「
第
２
次
天
草
市
行
財
政
改
革
大
綱
」
を
策
定

「第２次天草市行財政改革大綱」を策定

10
年
後
の
天
草
市
を
見
据
え
た

　

持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
の
確
立
を
目
ざ
し
て

※
１

※
2

※
3

※
4

※
6

※
5

1割減
3割減

5割減
7割減

9割減
10割減

　

市
で
は
、
市
行
政
改
革
審
議
会
（
中
川
竹
治
会
長
ほ
か
委
員
18
人
）
か
ら
の
答
申
を
踏
ま
え
、
平
成
23
年
度
か
ら

同
26
年
度
ま
で
の
４
年
間
を
推
進
期
間
と
す
る
「
第
２
次
天
草
市
行
財
政
改
革
大
綱
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

今
号
で
は
、
同
大
綱
の
基
本
的
な
考
え
方
や
取
り
組
み
の
概
要
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
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